
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名  北区鹿の子台北町 2丁目法面対策工事 

 

≪契約変更後の工事概要≫ 

作業土工 一式、吹付枠工 一式 

ワイヤーネット補強土工 一式 ワイヤーネット設置工 一式 

布製型枠工 一式、樹木伐採工 一式 

 

≪契約変更の理由≫ 

 

・詳細現地調査の結果、工事個所隣接の南側斜面についても、法面対策を行

う必要が生じたため、ワイヤーネット設置工及び、吹付法枠工が増工となる。 

 

・工事箇所隣接地にて、民地の擁壁及び水路設置工事が行われることとなり、

地元住民と協議の結果、設計排水構造物を民地水路へ接続することとなった

ため、排水構造物工が増工となる。 

 

・仮設用進入路の土地所有者と協議した結果、田んぼへの影響範囲を最小限

に抑えるために、仮設用進入路をかご工により整備する必要が生じたため、

仮設工が増工となる。 

 

・現地精査の結果、支障となる竹及び木の伐採運搬処分が増工となる。 

 

・そのほか現地精査の結果、数量増減が生じる。 

 

（公表様式第６号） 


